
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※この用紙は保護者の方が記入し、学校に登校する際に持参してください。 

 

【インフルエンザの出席停止期間】 

⇒発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで 

「発症した後 5 日を経過」については、症状がでた日の翌日を 1 日目として数えます。例えば、水曜

日に発症した場合は、翌日の木曜日が 1 日目になるので登校可能となるのは最短で翌週の火曜日にな

ります。 

 

 

 

 

水曜日 木・金・土・日・月曜日 火曜日 

落合中学校長殿 

                 インフルエンザ罹患の届け出 

 

 
 

               医院（病院）で 

 

インフルエンザ（   ）型と診断されました。 

    

 

   月    日から    月   日まで登校を控えます。 

 

 

 

  年   組  生徒氏名                

                           保護者名                   

5 日間 
発症 

登校可能 


